
福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業 
【認定看護師】補助金交付要領 

 

（通則） 

第１条 福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業【認定看護師】については、予算

の範囲内において交付するものとし、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０

号。以下「規則」という。）および地域医療課所管補助金等交付要綱（昭和４６年４月１日）に

定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この事業は、医療機関等が循環器病リハビリテーションに対応する人材の資質向上の

ため、循環器病に係る認定看護師（心不全看護認定看護師、脳卒中看護認定看護師等。以

下、「認定看護師」という。）の資格取得を促進し、リハビリテーション体制の充実による患者

の再発予防、健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

 

（事業主体） 

第３条 この補助金の事業主体は、当該職員の認定看護師の資格取得のため、公益社団法人

日本看護協会の認定を受けた教育機関の教育課程（以下、「研修」という。）受講に係る費用

を負担する医療機関等とする。 

 

（交付の対象） 

第４条 この補助金は、前条の事業主体が負担する研修受講に係る経費（入学料（入講料）、受

講料、研修に要する図書費および教材費、受講のために必要な旅費等）および代替職員人

件費を交付の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第５条 この補助金の交付額は次により算定するものとする。ただし、１，０００円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）別表に定める対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ないほうの額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ないほうの額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を受けなければならな

い。 

（２）事業を中止し、または廃止（一部の中止または廃止を含む。）する場合には、知事に報告し、

その指示を受けなければならない。 

（３）事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。 

   事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証

拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業の完了の日（事業の中止または廃止

の指示を受けた場合には、その指示を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。 

（４）事業を行う者が（１）から（３）により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部また

は一部を県に納付させることがある。 

（５）補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税および地方消費税に係る仕入控

除税額報告書を交付決定の翌年度８月末までに知事に提出しなければならない。 

   なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（または一支社、一支所等）で

あって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部（または本社、本所等）で消費



税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基

づき報告を行うこと。 

   また、報告があった当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の全部または一部

を県に納付させることがある。 

（６）特定行為研修を含む研修の受講については、別途「特定行為研修推進事業補助金」につ

いても申請できるものとする。ただし､対象経費を重複して交付を受けてはならない。 

 

（申請手続） 

第７条 この補助金の交付の申請は、申請書に関係書類を添えて、福井県知事に提出して行う

ものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 この補助金の事業実績報告書は、報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から

起算して１か月を経過した日（第６条の（２）により事業の中止または廃止の承認を受けた場

合には、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した日）または翌年度の４月  

１０日のいずれか早い日までに福井県知事に提出するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第９条 福井県知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その越える部分について返還することを命

ずる ものとする 

 

（その他） 

第１０条 特別の事情により、第５条、第７条、第９条に定める算定方法、手続きによることがで

きない場合には、あらかじめ福井県知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

 

附則 

１  この要綱は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年４月１日以降に実施される研修の  

受講から適用する。



別表      

 

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業【認定看護師】 

対象経費 基準額 補助率 

医療機関等が負担する研修受講に係る 

経費および代替職員人件費 
受講者 1 名につき７００，０００円 １／２以内 

 

 

 

 


